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（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本計画策定業務委託 
公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目的 
この要綱は、南相馬市（以下「本市」という。）が実施する「（仮称）小高区地域計画及び旧

小高商業高等学校跡地利活用基本計画策定業務委託」において、公募型プロポーザル方式によ

り、受託候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 提案を求める業務の概要 
（１）業務の目的 

本業務では、小高区中心部に位置する旧小高商業高等学校跡地を有効に活用し、帰還促進、

関係人口・居住人口の増加、生活環境の向上など、地域の課題解決を目指すものとする。こ

れにより、小高区の復興と再生を促進することを最終目的とする。 

なお、小高区は、原町区や鹿島区と比べ、震災・原発事故による避難や帰還の影響が長期

化した経緯があり、人口規模やコミュニティの再建、生活基盤の整備などにおいて他区とは

異なる課題を抱えている。こうした小高区特有の背景を踏まえ、地域資源を活かしながら将

来の方向性を明らかにしていくことが重要である。そうした中、公益財団法人福島県相双復

興推進機構主催による小高区のまちづくりプランが市に提言された。 

以上のことから、南相馬市第三次総合計画との整合性をとりながら小高区の将来像と具体

的な取組を整理し、実現に向けた「(仮称)小高区地域計画」を策定することとする。 

この地域計画を基盤として「旧小高商業高等学校跡地利活用の基本計画」についても併せ

て策定する。 

（２）業務名 

（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本計画策定業務委託 

（３）業務内容 

「（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本計画策定業務委託仕様書」

による。 

（４）予定契約期間 

契約締結の日から令和９年３月１５日（月）まで 

（５）委託契約上限額 

１４，３７７千円（消費税及び地方消費税を含む） 
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３ スケジュール 
項目 期日 備考 

募集要項の公告 令和８年４月２３日（木） 参加申込・提案書受付開始 

質問書提出期限 令和８年５月１１日（月） 午後５時必着、電子メール 

質問に対する回答 令和８年５月１４日（木） 市公式ウェブサイトで公表 

入札参加資格の申請 

※名簿未登録事業者のみ 

令和８年５月１９日（火） 詳細は「１６ 入札参加資格申請受付

に関する事項について」を参照 

参加申込書提出期限 令和８年５月２２日（金） 午後５時必着、持参または郵送 

参加資格確認結果通知 令和８年５月２６日（火） 電子メール 

企画提案書提出期限 令和８年６月３日（水） 午後５時必着、持参または郵送 

企画提案審査 

（プロポーザル審査委員会） 

令和８年６月８日（月）～ 

令和８年６月１０日（水） 
南相馬市小高区役所 

入札契約審査委員会への報告 令和８年６月中旬 審査結果報告及び審議 

候補者選定結果の通知 令和８年６月中旬（予定）  

契約締結 令和８年６月中下旬（予定）  

※上記スケジュールは、変更となる場合がある。 

 

４ 選定方法 
本業務は、公募型プロポーザル方式によって受託候補者を選定する。 

 

５ 公募要件（プロポーザル参加資格要件） 
参加しようとする事業者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない  

ものであること。 

（２）令和 ７・８年度南相馬市入札参加有資格者名簿（以下「名簿」という。）に登録して

ある者においては、南相馬市有資格業者に対する指名停止に関する要綱（平成１８年南

相馬市告示第４号。以下「指名停止に関する要綱」という。）に定める指名停止要件に該

当しないものであること。 

（３）名簿に登録していない者においては、参加申込み期間中に入札参加資格申請の受付を

行ったものであること。 

（４）公告日以後に指名停止に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避を受けている期間

がないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き中の者でないこと。 

（６）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納している者であること。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に
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掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体ではないこと。 

（８）本公告に示した業務を確実に履行できる者であること。 

 

６ 質問書の受付及び回答 
（１）様式 

様式は「質問書（様式５）」を使用すること。 

（２）質問先 

「１６ 本プロポーザルの担当部署（各種資料の提出先及び問合せ先）」に同じ。 

（３）質問方法 

・電子メールのみとする。 

・件名を「【プロポーザル質問書】（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利

活用基本計画策定業務委託/社名」とすること。 

・電子メール送信後は、必ず担当部署に電話連絡を行うこと。 

（４）質問受付期間 

令和８年４月２３日（木）から令和８年５月１１日（月）午後５時必着 

（５）質問への回答方法 

令和８年５月１４日（木）までに、市公式ウェブサイトの本件プロポーザルのページで回

答を行う。 

（６）その他 

審査委員の役職・氏名、他の参加事業者に関する質問には、一切応じない。 

 

７ 参加申込について 
本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の書類を提出すること。 

(１)提出書類 

①参加申込書（様式１） 

②会社概要書（様式２）（パンフレット等があれば添付すること。） 

③業務の実施体制（様式３） 

④類似業務実績一覧（様式４） 

⑤令和７・８年度南相馬市入札参加資格審査申請書受理票の写し 

※⑤について、本プロポーザルへの応募のため新たに入札参加資格申請を行う場合は、

「１５ 入札参加資格申請受付に関する事項について」を確認の上、必要な手続きを

行うこと。 

※⑤について、本プロポーザル参加申込書提出期限に間に合わない場合は、事前に 

「１６ 本プロポーザルの担当部署（各種資料の提出先及び問合せ先）」まで電話に

てご連絡すること。 

(２)提出期限 

令和８年５月２２日（金）午後５時必着 

(３)提出部数 



4 
 

   各１部 

(４)提出先 

「１６ 本プロポーザルの担当部署（各種資料の提出先及び問合せ先）」に同じ。 

(５)提出方法 

持参または郵送  

※郵送の場合は書留もしくはレターパックなど送付状況が確認できるものを利用し、提

出期限までに到着したものに限り受け付けます。なお、郵便事故等による提出期限内

の未到着について、市は責任を負わないものとする。 

※郵送の場合は「（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本計画策

定業務委託プロポーザル申込書在中」を明記すること。 

 

８ 参加資格の確認 

（１） 参加資格の有無について 
本プロポーザルに参加申し込みをした者には、「公募型プロポーザル方式参加資格確 認結

果通知書」を令和８年５月２６日（火）までに電子メールにより通知する。  

（２）説明請求について 

参加資格を満たさないと判断された者は、市に対して参加資格がないと判断した理由につ

いて、令和８年５月２８日（木）の午後５時までに書面（様式は自由としますが、Ａ４判に

てお願いします。）により説明を求めることができる。 

市は、説明を求められた際には、令和８年６月１日（月）までに、説明を求めた者に対し、

書面により回答すること。 

なお、参加受付後に「５ 公募要件（プロポーザル参加資格要件）」の要件を欠く事案が発

覚した際には、当該事業者のプロポーザルへの参加を取り消す。 

 

９ 企画提案書等の提出 

本プロポーザルへの参加申込をした者は、次に定めるところにより企画提案書等を作成し提

出すること。 

(１) 提出期限 

令和８年６月３日（水）午後５時必着 

(２) 提出方法 
持参または郵送 

※郵送の場合は書留もしくはレターパックなど送付状況が確認できるものを利用し、提出期

限までに到着したものに限り受け付ける。なお、郵便事故等による提出期限内の未到着に

ついて、市は責任を負わないものとする。 

※郵送の場合は「（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本計画策定

業務委託プロポーザル企画提案書等在中」を明記すること。 
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(３)提出先 

「１６ 本プロポーザルの担当部署（各種資料の提出先及び問合せ先）」に同じ。 

(４)提出書類等 

①企画提案書かがみ（様式６）１部 

②企画提案書（任意様式） 正本１部 副本８部 

※正本・副本ともにフラットファイルＡ４判タテ型、クリップ、クリアファイル等を用い

て、各部一式がまとまった状態にて提出すること。 

③見積書（任意様式） １部 

・本事業に係る経費について、項目ごとに単価、数量等の確認ができること。 

・見積書の宛名は「南相馬市長」とすること。 

・見積書には事業者名及び代表者名を記載し、押印すること。 

・見積書には、消費税及び地方消費税を含む金額（100分の 10を加算そた金額）を記載す

ること 

④提出書類一式の電子データ 

※PDF形式とし電子メールにより提出すること。 

（５）留意事項 

①企画提案書は、Ａ４判用紙を用い、表紙・目次・ページ番号を付して提出すること。 

②企画提案書は１者１案とする。 

③企画提案書は、仕様書の要件を満たし、かつ「１０（４）審査基準」により、評価が可能なよ

うに作成すること。 

④企画提案書に記載する専門用語は解説を記載すること。 

⑤提出された書類以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合がある。 

⑥提出された書類に虚偽の記載をした場合は、参加申込及び企画提案等を無効とする。 

⑦提出書類受理後における企画提案書等の差し替え及び再提出は認めない。 

⑧提出された書類は返却しない。 

⑨提出された書類は、南相馬市情報公開条例（平成１８年南相馬市条例第２２号）の対象行政情

報となるため、公開される可能性がある。 

 

１０ 審査方法及び審査基準 
（１）審査体制 

提出された企画提案については、「（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活

用基本計画策定業務委託公募型 プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）」に

おいて審査を実施し、本業務に最も適していると認められる事業者を受託候補者として選定す

る。 

（２）審査方法 

①企画提案書をもとに、プレゼンテーション（提案者による企画提案書の説明）及び質疑応

答を実施する。 
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②審査は、評価員ごとの合計得点が１００点満点中６割（６０点）以上であることを条件と

し、提案された事業者が１者のみの場合も同様の方法を適用し、審査委員会において決定

する。 

（３）プレゼンテーション及び質疑応答 

①実施日時 

令和８年６月８日（月）から令和８年６月１０日（水）を予定。 

②場所 

小高区役所 

※日時・場所等の詳細については、決定次第通知する。 

③実施概要 

・１者につき、３０分以内（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分）とする。 

・プレゼンテーション等のためのプロジェクター及びスクリーンは市が準備するが、パソ

コン及びその他必要となる機材は提案者が準備すること。 

・プレゼンテーション等に使用する資料は、事前に提出された書類のみとし、当日配布は

認めない。  



7 
 

（４）審査基準 

  企画提案に対して次の審査基準に基づき審査を行う。 

  評価項目 評価指標 配点 

業務目的 実施方針 

小高区の地域特性を理解し、かつ

小高区の将来及び地域住民の幸

福につながる提案がなされてい

るか 

15点 

実施体制 

業務体制 
業務を遂行するうえで十分な体

制の整備がなされているか 
10点 

実施工程 

仕様書の内容を踏まえ、各業務の

準備段階を含めたタスク管理が

適切に行われ、無理なく効果的に

実施が可能なスケジュールとな

っているか 

5点 

業務実績 
これまでに「まちづくり」を目的

とした計画策定や業務等の実績

があるか 

5点 

業務内容 

(1) 現状分析と課題整理 

①現状等の分析   

②小高区に関する現況整理   

③各種法規制の状況及び課

題の整理   

④調査対象地域の調査・検討 

策定する計画との整合性を踏ま

えた小高区の課題が提示されて

いるか 
10点 

(2) 地域住民および関係者

との連携 

⑤地域住民の意向把握   

⑥庁内検討会議、市民懇談会

（意見交換会）、地域協議会

の運営支援 

地域住民の意向確認の手法が

提示されているか 

地域協議会・市民懇談会等で使う

会議資料の分かりやすさ 
10点 

(3) 計画づくりに必要なベ

ンチマーク調査 

⑦計画条件の整理   

⑧類似・参考事例の調査 

関連計画・プロジェクトの整理

の網羅性 

類似事例の選定の妥当性 

計画条件の整合性確認 

5点 

(4) 実現可能な計画策定 

⑨まちづくり課題の整理   

⑩実現方策の検討   

⑪将来イメージ図の作成   

⑫地域計画（案）※1の作成   

課題の体系的整理の精度 

実現方策の具体性 

将来イメージ図の視覚的魅力と

理解容易性   

20点 

(5) 独自提案 

仕様書にある業務内容以外に本

事業の効果を高める独自提案が

あるか 

10点 

業務経費 見積書 

最低価格提示者 ５点（満点） 

最低価格提示者以外  

 最低価格÷当該事業者見積額

×５点（小数点以下切り捨て） 

5点 

その他 プレゼンテーション 
プレゼンテーション及び質疑応

答に適切に対応しているか 
5点 

       合 計 100点 
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※１ 地域計画（案）とは、（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本

計画をいう。 

 

１１ 失格事項 
次のいずれかに該当した場合は、失格とする。。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領等に示した、諸条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 

（５）選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触した場合 
（６）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１２ 審査結果の通知・公表 
審査委員会の選定に基づき、総合的に判断して最も優秀だと認められる事業者を受託候補者

とし、審査結果とともに入札契約審査委員会の審議に付し、契約相手方の特定を行う。 

契約相手方の特定結果は、提案者全員に対し、令和８年６月中旬以降（予定）に通知すると

ともに、南相馬市ホームページにより公表する。 結果等に対する提案者の異議申し立ては一切

認めない。 

 

１３ 契約の締結等 
（１）本プロポーザルは受託候補者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務内容は

必ずしも企画提案内容に沿って実施するものではないこととする。 

（２）市は、受託候補者に決定した事業者と企画提案書をもとに市と契約締結のための仕様確

認等の協議を行い、業務の詳細を定めた仕様書を作成する。 

（３）業務委託料については、委託契約上限額の範囲内で、契約の交渉により確定した額を業

務委託料とする。 

（４）受託候補者との協議において、両者が合意に至らなかった場合または特別な理由により

契約締結が出来ない場合、審査結果による得点順位の上位の者から順に、契約締結の協

議を行う。なお、契約を辞退したことにより、以後の選定、競争入札について不利益な

取り扱いを受けるものではないものとする。 

 

１４ その他特記事項 
（１）提案書の作成のために本市が配布した資料は、本市の了解なく公表、使用することはで

きない。 

（２）業務上、知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

（３）受託候補者に選定された者の企画提案書については、本プロポーザルの実施に関する記

録の公表等に利用することができるものとすること。 

（４）参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「プロポーザル参加辞退届」（様式７）を提出
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すること。 

（５）提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に

対して、入札参加資格者名簿に登載されていても指名を見合わせることもあるため留意

すること。 

（６）参加申込書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する手続き

の参加資格を失うものとする。 

（７）提案者が本プロポーザルに要したすべての費用は当該提案者の負担とする。 

（８）令和７・８年度南相馬市入札参加有資格者名簿に登録していない者の入札参加資格審査

申請の受付方法については、「１５ 入札参加資格申請受付に関する事項について」を参

考とすること。 
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１５ 入札参加資格申請受付に関する事項について 

（１）入札参加資格申請に必要な書類及び申請方法  

・申請においては、「申請の手引き」を確認の上、申請書類を「（５）入札参加資格申請の

担当課及び問合せ先」まで郵送にて提出すること。 

・「申請書」及び「申請の手引き」については、市ホームページよりダウンロードをするこ

と。  

（２）入札参加資格申請受付期間  

令和８年４月２３日（木）から令和８年５月１９日（火）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く）  

（３）入札参加資格申請受付時間  

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）  

（４）入札参加資格申請に関する留意点  

①申請の際には、「（仮称）小高区地域計画及び旧小高商業高等学校跡地利活用基本計画策

定業務委託に関する公募型プロポーザル」に関する申請書提出である旨を明記すること。 

②本プロポーザル参加に係る入札参加資格申請については、市外事業者 も「（２）入札参

加資格申請受付期間」に限り受け付ける。  

③実績については、申請書提出日を基準日として作成すること。 

（５）入札参加資格申請の担当課及び問合せ先 

〒９７５－８６８６ 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地（本庁舎３階） 

南相馬市総務部財政課契約係 

電話：０２４４－２４－５２２５（直通） 

ＦＡＸ：０２４４－２４－５２１４ 

 

１６ 本プロポーザルの担当部署（各種資料の提出先及び問合せ先） 
〒９７９－２１９５ 福島県南相馬市小高区本町二丁目７８番地（小高区役所１階） 

小高区地域振興課小高活性化担当 

電話：０２４４－４４－６７１８（直通） 

ＦＡＸ ：０２４４－４４－６０４７ 

メール：o-chiikishinko@city.minamisoma.lg.jp 
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